
 

都区協議会における区長会会長発言要旨（令和２年１月２８日）   

 

今回の都区財政調整協議は、市町村民税法人分のさらなる国税化により、

2,000 億円に迫る規模の大幅な減収が見込まれるなど、厳しい財政環境の中で

の協議となった。 

合わせて、特別区が来年度以降、順次児童相談所を設置し、都から事務を引

き継ぐことに伴う財源配分の見直しが大きな焦点となった。 

協議の結果、財源配分割合については、双方の見解に相違がある中で、特例

的な対応として、来年度から 55.1％とし、令和 4年度にそのあり方を改めて協

議することとなり、特別区相互間の財政調整については、児童相談所関連経費

の算定や幼児教育・保育の無償化への対応をはじめ、区側提案の多くを反映す

ることができた。 

協議の取りまとめに至ったのは、双方の努力の結果と受け止めている。 

しかしながら、課題も多く残された。配分割合のあり方のほか、特別区相互

間の財政調整についても、合意に至らなかった事項がある。また、特別交付金

や都市計画交付金のあり方については、今回も議論を前に進めることができな

かった。 

これらの課題については、制度本来の相互理解と協力関係のもとで、解決が

図られるべきものであり、来年度に向けては、是非前向きな対応をお願いした

い。 

開催まであと半年と迫ったオリンピック・パラリンピックの開催準備や、安

全・安心なまちづくり、また少子・高齢化対策など、都と特別区が連携を深め

て取り組んでいかなければならない喫緊の課題が山積している。 

引き続き都区が真摯に協議を重ねながら、諸課題の解決に当たっていくこと

を期待して、第１号から第４号までの協議案を了承する。 


